
 

新旧対照表 

改 正 案 現 行 

長野県自然エネルギー事業化支援情報データベース 

人材バンクシステム運営要綱 

 

環境エネルギー課 

 

第１条～第８条 略 

（登録の変更及び取消） 

第９条 登録者は、第４条に掲げる書類の内容に変更があったと

きは、自然エネルギー事業化支援情報データベース人材バンク

システム登録内容変更申請書（様式第５６号）に、変更後の内容

を朱書き訂正した、自然エネルギー事業化支援情報データベー

ス人材バンクシステム登録者情報シート（様式第２号）を、速や

かに知事に提出しなければならない。 

２ 登録者は、登録の取消しを希望する場合には、自然エネルギー

事業化支援情報データベース人材バンクシステム登録取消申請

書（様式第６号）を知事に提出しなければならない。 

（登録期間） 

第 10条 登録の有効期間は、第６条に規定する通知が到着した日

の属する年度を第１年度とする第５年度の末日までとする。た

だし、登録の取消し希望の申出がない限り、登録期間を継続する

ものとする。 

（登録の取消し） 

第 11条 知事は、登録者が次の各号のいずれかに該当すると認め

るときは、その登録を取り消すことができる。 

(1) 偽りその他不正の手段により登録を受けたと判明したとき 

(2) 当該登録者から取り消しを希望する旨の申出があったとき 

(3) 登録者が、第８７条各号に揚げる行為をしたとき 

(4) その他知事が登録の取消しを適当と認めたとき 

長野県自然エネルギー事業化支援情報データベース 

人材バンクシステム運営要綱 

 

環境エネルギー課 

 

第１条～第８条 略 

（登録の変更）  

第９条 登録者は、第４条に掲げる書類の内容に変更があったと

きは、自然エネルギー事業化支援情報データベース人材バンク

システム登録内容変更申請書（様式第６号）に、変更後の内容を

朱書き訂正した、自然エネルギー事業化支援情報データベース

人材バンクシステム登録者情報シート（様式第２号）を、速やか

に知事に提出しなければならない。  

 

 

 

（登録期間） 

第 10条 登録の有効期間は、第６条に規定する通知が到着した日

の属する年度を第１年度とする第５年度の末日までとする。 

 

 

（登録の取消し）  

第 11条 知事は、登録者が次の各号のいずれかに該当すると認め

るときは、その登録を取り消すことができる。 

(1) 偽りその他不正の手段により登録を受けたと判明したとき  

(2) 当該登録者から取り消しを希望する旨の申出があったとき  

(3) 登録者が、第７条各号に揚げる行為をしたとき 

(4) その他知事が登録の取消しを適当と認めたとき 

  



 

  

新旧対照表 

改 正 案 現 行 

２ 前項の規定により登録を取り消したときは、自然エネルギー

事業化支援情報データベース人材バンクシステム登録取消通知書

（様式第７５号）により、本人に通知するとともに、第７条に規定

する登録者に関する情報を抹消する。 

 

第 12条～第 13条 略 

 

（活動の通知） 

第 14条 前条の規定により活動を行った登録者は、当年度末まで

に活動が終了して 20 日以内に自然エネルギー事業化支援情報

データベース人材バンク活動報告書（様式第８７号）を知事に

提出しなければならない。 

 

第 15条～第 18条 略 

２ 前項の規定により登録を取り消したときは、自然エネルギー

事業化支援情報データベース人材バンクシステム登録取消通知書

（様式第５号）により、本人に通知するとともに、第７条に規定す

る登録者に関する情報を抹消する。 

 

第 12条～第 13条 略 

 

（活動の通知）  

第 14条 前条の規定により活動を行った登録者は、活動が終了し

て20日以内に自然エネルギー事業化支援情報データベース人材

バンク活動報告書（様式第７号）を知事に提出しなければならな

い。 

 

第 15条～第 18条 略 

 

附 則  

この要綱は、平成 26 年 3 月 14 日から施行する。 

附 則  

この要綱は、平成 26 年 6 月 30 日から施行する。 

附 則 

  この要綱は、平成 30 年 3 月 9 日から施行する。  

附 則 

  この要綱は、平成 31 年 3 月 12 日から施行する。 

 

 

（別紙１） 略 

附 則  

この要綱は、平成 26 年 3 月 14 日から施行する。 

附 則  

この要綱は、平成 26 年 6 月 30 日から施行する。 

附 則 

  この要綱は、平成 30 年 3 月 9 日から施行する。 

 

 

 

 

（別紙１） 略 
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（様式第２～３号） 略 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（様式第２～３号） 略 
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新旧対照表 

改 正 案 現 行 

  

 （追加） 
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改 正 案 現 行 
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